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令 和 8 年 度

台 東 区 環 境 助 成
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/jyoseiseido/index.html

工事の前に手続きが必要です
これまでと手続きの流れが変わっています
手続きする前に必ずお読みください

〒110-8615 東京都台東区東上野4-5-6（6階）
台東区役所環境課普及啓発担当

℡:03-5246-1281

我が家の省エネ・創エネアクション支援助成金
我が社の環境経営推進助成金
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区分助成金額
※令和８年度ま
で助成金拡充

助成対象メニュー
番号 (新築)事業所住宅

50％
上限75万円共同住宅共用部用LED照明改修①
5万円/kW 
上限20～50万円太陽光発電システム設置②
1万円/kWh
上限10万円家庭用蓄電池システム設置③
14万円/台
（1台のみ）家庭用燃料電池（エネファーム）設置④
20％
上限15万円窓・外壁等の断熱改修⑤
20％
上限15万円高反射率塗料施工⑥
50％
上限75万円省エネルギー機器等への更新⑦

省エネルギー診断⑧

ソーラー診断⑨

助成金を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
○区内の建物に、新たに購入した未使用の対象機器を導入すること。

※増設は対象外 ※施工業者の指定等はなく、その住所も問いません
○建物が自己所有でない又は共有している場合は、所有者（共有者）の承諾を得ていること。
○住民税（法人等にあっては事業税）を滞納していないこと。
○工事の前に事前申込をし、申込みが受理された旨の連絡を受けた後に工事を行うこと。
○工事及び代金の支払いが完了した後、事前申込を行った時期に関わらず、令和９年２月１５
日（月）まで【厳守】に交付申請を行うこと。
○過去に同一の機器等について助成を受けていないこと。ただし、⑥高反射率塗料施工は交付
を受けてから10年経過すると交付申請が可能であり、②太陽光発電システム（事業所用のみ）
及び⑦省エネルギー機器への更新は、1事業者あたりの助成金額の総額が交付申請時における
上限額に達するまで申請が可能です。
○販売、譲渡等を予定している建物への施工ではないこと。
○事業者は、中小企業基本法第２条第１項に定める中小企業者又は医療法人、学校法人、社会
福祉法人、宗教法人等であること。

1

助成対象一覧

助成要件

※

※
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※「⑦ 省エネルギー機器等への更新」「⑧省エネルギー診断」「⑨ソーラー診断」の流れは異なります。
詳細については11~13ページをご覧ください。

手続きの流れ（助成メニュー➀～⑥）

○令和８年度より手続きの流れが大きく変わります。先着順ではありません。

○該当工事の見積書を取得し、期間内に事前申込を行ってください。事前申込は前期・後期の
２期に分けて実施します。

○申込みの総額が予算を上回る場合は、抽選を実施します。

○抽選を実施した場合は、当選された方に当選のメールを送付しますので、そのメールを受け
取った後に工事を開始することができます。
○抽選を実施しなかった場合は、適正に申込みをされた方全員に申込みを受理した旨のメール
を送付しますので、そのメールを受け取った後に工事を開始することができます。
○必ず区から当選のメール又は申込みを受理した旨のメールを受け取った後に工事を開始して
ください。受け取る前に工事を開始した場合は、助成対象となりません。
○工事完了後の交付申請時に、工事前の写真が必要となります。撮り忘れにご注意ください。
また、機器によって特定の写真が必要となる場合があります。詳細は5ページをご覧ください。

○工事及び代金の支払いが完了した後、事前申込を行った時期に関わらず、令和９年２月１５
日（月）まで【厳守】に交付申請を行ってください。多くの書類が必要となりますので、不足
がないようによく確認したうえで提出してください。また、提出期限間際になると、交付申請
が集中し、助成金の支払いが遅れる場合がありますので、余裕を持って、交付申請を行ってく
ださい。

○区が交付申請書類を受理した後、審査を行います。助成要件を満たすことが確認できた場合、
交付決定及び交付金額の確定通知を送付します。その後、申請書に記載した指定口座に助成金
が振り込まれます。
○交付申請受理から助成金の振込みまで１～２か月かかります。なお、審査により交付決定を
受けられなかった場合は、いかなる理由であっても工事費用は自らの負担となりますのでご注
意ください。

見積書取得～事前申込

抽選

事前申込受理～工事開始

工事・支払い完了～交付申請

審査～助成金受給
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事前申込
○助成金の交付を希望する場合、工事を行う前に、下記期間内に区ホームページの申込フォー
ムにアクセスし、事前申込を行ってください。パソコンやスマートフォンから申込むことがで
きます。対象となる場所が住宅（戸建・マンション等）であれば【住宅向け】、事業所（店
舗・オフィス等）であれば【事業所向け】からアクセスしてください。

○期間が過ぎると申込むことはできなくなるので、余裕を持って手続きしてください。

【住宅向け】はこちら→ 【事業所向け】はこちら→

○事前申込の総額が各期の予算を上回る場合は、次頁のとおり抽選会を実施します。抽選実施
の有無については、後期は８月３１日（月）にホームページで公表します。なお、予算はメ
ニューに関係なく、住宅向けと事業所向けに分けて管理します。

○事前申込の総額が各期の予算を下回る場合は、抽選は実施しません。抽選を実施しない場合
は、８月３１日（月）に区から申込みを受理した旨のメールを送付しますので、メールを受け
取った後に工事を開始してください。（「⑦省エネルギー機器等への更新」の「省エネルギー
診断に基づく省エネルギー機器」の場合は異なります。詳細は1２ページをご覧ください。）

○工事後の交付申請の際は、要件を満たしていることが確認できる書類を提出していただきま
す。助成要件に合致していないことが判明した場合は、事前申込をしたうえで工事を行ったと
しても、助成金を交付することはできず、工事費用は自らの負担となりますのでご注意くださ
い。要件等に不安がある方は、事前にご相談ください。
※申込みをする前に次頁以降もよく読み、要件等を認識したうえで事前申込を行ってください。
※送信後の修正はできないため、入力した内容に誤りが判明した場合は環境課までご連絡ください。
※１人の申請者が複数のメニューを申請する場合（太陽光と蓄電池など）は、まとめて申込んでく
ださい。
※同一の工事（メニュー）について、申請者を変えるなどして複数回申込むことはできません。
※工事完了後の交付申請時に、工事前の写真が必要となります。撮り忘れにご注意ください。
※施工業者やご家族等の手続代行者による申込みも可能ですが、この制度の趣旨や流れを申請者本
人にもよく理解してもらったうえで手続きを行ってください。手続代行者が申込みを行った場合、
その後の連絡は手続代行者に対して行うため、手続代行者のメールアドレスを入力してください。
※手続代行者が複数件の手続きを行う場合は、１件ごとに申込みを行ってください。
※相場を大幅に上回る高額な契約を避けるため、複数業者から見積りを取ることをおすすめします。
※事前申込後、工事を中止する場合は、速やかに環境課までご連絡ください。

令和８年４月９日（木）１０:００～
４月１６日（木）１２:００ 受付終了前期

事前申込
受付期間 令和８年８月１８日（火）８:３０～

８月２４日（月）１７:００後期

令和８年４月２０日（月）前期抽選実施有無に
関する公表日 令和８年８月３１日（月）後期

https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/jyoseiseido/dat
sutanso.html申込（区ホームページの住宅向

け・事業所向けそれぞれの事前
申込フォームよりお申し込みく

ださい。）

見積書等のデータ
※使用できない拡張子 exe,bat,sh

※スマートフォン等のカメラで撮影した画像データも使用可能で
すが、画像が鮮明となるように撮影してください。

申込みに必要なもの
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抽選
各期において申込みの総額が予算を上回る場合、抽選会を下記のとおり実施します。

○手続きの透明性を確保するため、公開による抽選会を実施します。参加は任意です。参加の
有無は、抽選結果に影響しません。
○事前申込の内容に不備等がある場合、区から確認の連絡をします。事前申込受付期間内まで
に不備の解消が確認されない場合、抽選の対象とならない場合があります。
○抽選は、事前申込後に返信されるメール最下部記載の「申込番号」をもとに行います。
○抽選会当日は、回転式抽選機により申込番号を抽出し、順位を決定します。（申込数があま
りにも多いときは、全ての申込番号を抽出しない場合があります。）
○抽選会当日は、順位のみを公表します。抽選会後、上位から順に助成
見込金額を加算していき、予算内におさまった申込みを受理します。
○抽選結果について、上記日程においてホームページで公表するとともに、
申込者全員にメールを送付します。
○キャンセル待ちの措置は行いません。 回転式抽選機
【例】予算が50万円の場合

ホームページに公表する内容

この場合、順位第３位までの申込みを受理しま
す（当選）。順位第４位以降の申込みは受理し
ないため、助成金を交付することはできません
（落選）。

○当選のメールを後期は９月１１日（金）に送付しますので、この連絡を受けた後に工事を開
始することができます。（９月１１日（金）に落選のメールも送付します。）（「⑦省エネル
ギー機器等への更新」の「省エネルギー診断に基づく省エネルギー機器」の場合は、省エネル
ギー診断を受けて、その結果省エネ効果が認められた後でないと工事できません。詳細は1２
ページをご覧ください。）
○工事完了後の交付申請時に、工事前の写真が必要となりますので、撮り忘れないようご注意
ください。また、機器によって特定の写真が必要となる場合があります。詳細は次頁をご覧く
ださい。

令和８年４月２１日（火） 午前１０時 終了住宅向け
前期

抽選会
実施

予定日

令和８年４月２１日（火） 午後２時 終了事業所向け

令和８年９月２日（水） 午前１０時住宅向け
後期

令和８年９月２日（水） 午後２時事業所向け

台東区役所本庁舎 １０階 １００１会議室
（台東区東上野４－５－６）会場（後期）

令和８年４月２７日（月）前期抽選結果
発表日 令和８年９月１１（金）後期

助成見込金額申込番号順位

100,000円○○1

200,000円□□2

100,000円△△3

150,000円☆☆4

……… 受理可否の境目
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全ての申請者が必要な書類（共通）
脱炭素推進助成金交付申請書兼請求書（口座振替依頼書）

我が家のCO2ダイエット宣言書又は我が社のCO2ダイエット宣言書
※既にホームページ等から宣言をしている場合は不要
※個人は「我が家のＣＯ２ダイエット宣言書」を提出すること
※管理組合は理事⾧名で「我が家のＣＯ２ダイエット宣言書」を提出すること
※法人・個人事業主は「我が社のＣＯ２ダイエット宣言書」を提出すること

施工前後の写真
※全体が確認できるもの
※カラー写真で鮮明に写っていること
※比較しやすいように、工事前と工事後の写真が同じ構図になるように撮影すること
※LED照明の場合は施工箇所全てを撮影すること
※家庭用蓄電池システムのみ設置する場合は、既に設置されている太陽光発電システム又は家庭用燃
料電池（エネファーム）の写真も必要
※高反射率塗料施工の場合は使用前及び使用後の塗料缶の写真も必要（防水シートの場合は不要)
※外壁等の断熱改修は工事中の写真も必要
※省エネルギー機器への更新（空調機器）の場合は、室内機と室外機を撮影すること

施工に係る費用を支払ったことが確認できる書類（領収書等）の写し

施工に係る費用と内訳が確認できる書類（見積書等）
※事前申込の時から施工費用に変更が生じていない場合は不要

指定口座の情報（支店番号・口座番号・口座名義人氏名等）が確認できる書類（通帳・キャッ
シュカードの写し、ネットバンキングの画面印刷等）
※キャッシュカードとクレジットカードが兼用の場合は、クレジットカード番号及びセキュリテコー
ドを黒塗りして提出すること

助成要件を満たすことが確認できる書類（パンフレット等）

建物の登記事項証明書（全部事項又は現在事項）
※新築の場合は不要

建物の所有者の導入承諾書（対象機器等導入承諾書）
※建物が申請者の単独所有の場合は不要（申請者が建物の所有者でない場合又は共有で所有している
場合は必要）

建築検査済証
※建築確認が必要とならない工事（新築等）の場合は不要

交付申請
工事・支払い完了後、事前申込の時期が前期・後期に関わらず、交付申請を令和９年２月１５
日（月）【厳守】までに行ってください。提出期限間際になると申請が集中し、助成金の支払
いが遅れる場合がありますので、余裕をもって申請してください。

「全ての申請者が必要な書類（共通）」

「申請者の区分によって必要となる書類（申請者別）」

各助成対象のページに記載している助成対象によって必要となる書類
に記載されている全ての書類の提出が必要となります。※条件により一部省略可

次ページに続く
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○事前申込の時期が前期・後期に関わらず、令和９年２月１５日（月）【厳守】までに交付申請
を行ってください。

○個人名義による申請の場合、申請者の押印は不要です。訂正方法は、
二重線で消した上部に書き直し、フルネームで署名をしてください。

○申請者名、見積書及び領収書の宛名は同一である必要があります。

○印鑑が必要な申請の場合、申請から請求まで同じ印鑑を使用してください。
※シャチハタ等のインク浸透印は使用不可 ※金融機関の届出印である必要なし
※管理組合は理事⾧印、法人は実印・代表者印を使用してください

○公的機関が発行する証明書は、発行日から３か月以内のものとし、コピーを可とします。

○申請は区役所環境課の窓口又は郵送にて受け付けます。※区民事務所等では受付不可

○あらかじめ提示している必要書類以外の提出を依頼する場合があります。

〇提出いただいた写真で工事内容の確認が十分に出来ない場合は、職員による現場確認を行いま
す。

○書類に不備がないかどうか十分確認したうえでご提出ください。内容によっては、交付決定が
遅れたり、申請の受付ができない場合があります。

○交付申請に必要な書類のチェックリストが、申請者の区別ごと（【個人用】・【法人・個人事
業主用】・【管理組合用】）にありますので必要に応じて活用してください。

6

交付申請時の注意事項

申請者の区分によって必要な書類（申請者別）
本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）の写し

個人 前年度分の住民税の納税証明書
※申請者が区内に居住している場合は不要

本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）の写し
※申請者が法人の場合は不要法人

個人事業主 前年度分の法人事業税又は個人事業税の納税証明書
※申請する年度内に、台東区の省エネルギー診断の申請を行っている場合は不要

管理組合の管理規約で建物の物件名と所在地が記載されているページの写し

管理組合
助成対象機器の施工が理事会で承認されたことが確認できる議事録の写し

申請時の理事⾧が選任されたことが確認できる議事録の写し
※理事会で施工の承認が得られた時の理事⾧名と申請者名が同じ場合は不要
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助成要件助成金額対象

・共同住宅の共用部に導入すること。
・対象経費（税抜）が10万円以上であること。
・既存のLED照明以外の器具等をLED照明に交換すること。
・既存の照明と比較して、新たに設置するLED照明の消費電力の方が小さ
いこと。
・既存の照明器具を利用又は一部改修、改造する場合や、LED誘導灯及び
非常灯を改修する場合は、「LED照明導入に関する確認書」の確認事項を
満たしていること。
・スタンドライト等コンセント設備を使用するものではないこと。
・東京ゼロエミポイントの付与を受けていないこと。

対象経費
（税抜）
×50％

上限75万
円

共同
住宅

7

申請必要書類
５～６ページ記載の申請必要書類（共通＆申請者別）

＋
LED照明導入に関する確認書 ※施工業者記入

LEDランプ新旧対照表

① 共同住宅共用部用LED照明改修
各家庭内の照明は対象外です。また、事業所（オフィス・店舗等）の照明改修は、「⑦省エネ
ルギー機器等への更新」のページをご覧ください。

書類作成例
・交換した照明機器全ての写真が必要です。
・同一の機器であれば１枚の写真に複数の機器を写し
ても構いませんが、交換したことが確認できない場合
は、撮り直しを依頼する場合がありますのでご注意く
ださい。
・施工前後で同じ構図になるように撮影してください。
・写真に写っている機器の数、見積書に記載されてい
る機器の数、LEDランプ新旧対照表に記載した数が整
合しているかを、あらかじめよくご確認ください。諸
事情により数が異なる場合は、その理由が確認できる
ようにしたうえで提出してください。

共同
住宅

提出写真（例）
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8

助成要件助成金額対象

・一般社団法人電気安全環境研究所（JET）が定めるJETPVｍ認証のうち
モジュール認証を受けたもの若しくは同等以上であるもの、又は国際電
気標準会議（IEC）のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による
太陽電池モジュール認証を受けたもの。
・共同住宅共用部用にあっては、共用部の電力供給又は電力会社への売
電のために設置するものであること。

JETPVｍ認証 登録リスト
（https://www.jet.or.jp/renewable/photovoltaic/pvm/#a-list）

出力1kWあ
たり5万円
上限20万円

戸建
住宅

出力1kWあ
たり5万円
上限50万円

共同
住宅

東京都産業労働局において「中小企業向け導入推奨機器」に登録されて
いる太陽光発電システムであること。

東京都産業労働局ホームページ
（https://www.donyu-suisho.metro.tokyo.lg.jp）

出力1kWあ
たり5万円
上限50万円

事業
所

申請必要書類
５～６ページ記載の申請必要書類（共通＆申請者別）

＋
電力会社と電力接続契約を締結していることが確認できる書類（『接続契約のご案内』等）の写し

機器の出力対比表（製造番号、出力特性）の写し

【共同住宅のみ】機器の単線結線図

② 太陽光発電システム設置 事業
所

共同
住宅

戸建
住宅
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119

助成要件助成金額対象

・一般社団法人燃料電池普及促進協会（FCA）に登録されているもの又
はそれに準じた性能を持つと区が認めるもの。

燃料電池普及促進協会ホームページ
（http://fca-enefarm.org/registration.html）

14万円
（１台のみ）

戸建
住宅

共同
住宅

申請必要書類
５～６ページ記載の申請必要書類（共通＆申請者別）

家庭用燃料電池（エネファーム）…都市ガス等から取り出した水素と空気中の酸素を化学反応
させて発電し、このときに発生する熱でお湯を作るシステム

④ 家庭用燃料電池（エネファーム）設置 共同
住宅

戸建
住宅

助成要件助成金額対象

・蓄電池、インバータ及び充電器により構成されるシステムであり、太
陽光発電システム又は家庭用燃料電池と常時接続するリチウムイオン蓄
電池であること。
・国が実施する「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援事
業」における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ
（SII）に登録されているもので、太陽光発電システム又は家庭用燃料
電池により発電した電力を蓄電できるものであること。

環境共創イニシアチブホームページ
（https://zehweb.jp/registration/battery/）

蓄電容量
1kWhあたり
1万円

上限10万円

※SIIのホーム
ページに掲載さ
れている蓄電容
量を基に計算

戸建
住宅

共同
住宅

申請必要書類
５～６ページ記載の申請必要書類（共通＆申請者別）

＋
太陽光発電システム又は家庭用燃料電池との接続が確認できる配線図

③ 家庭用蓄電池システム設置 共同
住宅

戸建
住宅
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助成要件助成金額対象

・屋上又は屋根部（笠木・立上り含む）等に
塗布すること。
・国内の第三者機関（一般財団法人日本塗料検査協会、環境省ETV
等）における日射反射率の測定値が近赤外域で40％以上の高日射反
射塗料、50％以上の高日射反射防水塗料又は防水シートであること。

対象経費
（税抜）
×20％

上限15万円

戸建住宅

共同住宅

事業所

申請必要書類

５～６ページ記載の申請必要書類（共通＆申請者別）

＋
施工箇所を示した平面図

第三者機関（一般財団法人日本塗料検査協会、環境省ETV等）による
日射反射率の測定値が確認できる書類（『試験結果報告書』等）
※区が測定値を確認済みである塗料（次頁参照）を使用する場合は不要

⑥ 高反射率塗料施工 事業
所

共同
住宅

戸建
住宅

助成要件助成金
額対象

（１）窓の断熱改修
・外気等に接する既存の窓を複層ガラスや二重窓に改修すること。

※サッシと共に改修する場合を含む
・対象となる室内の全ての窓の断熱改修をすること。

※建物の全部屋を改修する必要なし
・改修後の窓の断熱性能が熱貫流率4.65W/㎡・K以下であること

（２）外壁等（外壁・天井・床・屋根・屋上）の断熱改修
・対象となる室内の外気に接する全ての面に断熱材を設置すること。
・使用する断熱材が、国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（断熱リ
フォームに係る事業に限る）又はみらいエコ住宅事業において、補助対象と
なる製品として登録されているものであること。
・使用する断熱材の熱抵抗値【断熱材の厚さ(m)÷熱伝導率(W/M・K)】が、
外壁・天井・屋根・屋上は2.7㎡K/W以上、床は2.2㎡K/W以上であること。

北海道環境財団補助対象製品一覧
（https://ekes.jp）

対象経
費（税
抜）
×20％

上限15
万円

戸建
住宅

共同
住宅

事業
所

申請必要書類
５～６ページ記載の申請必要書類（共通＆申請者別）

＋
施工箇所を示した平面図 ※外壁等の断熱改修は立面図又は姿図も必要

⑤ 窓・外壁等の断熱改修 事業
所

共同
住宅

戸建
住宅

10
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台東区の助成事業において、第三者機関による日射反射率の測定値を確認済みである塗料一覧
（過去３年程度に高反射率塗料施工助成の申請実績があった塗料であり、記載の製品を区が推
奨するものではありません。）

!!注意!!
記載している品名は、検査結果報告書等に記載されている
ものをそのまま記載しています。品名が異なる場合は、そ
の測定値が確認できる書類を提出してください。
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助成要件助成金額対象

【共通】
・交付申請を行う前に「⑧ 省エネルギー診断」を受けること
・機器の更新のみが対象（機器の新規設置・増設は対象外）
・新築又は増改築に伴う更新は対象外
・更新費用（税抜）が10万円以上であること
・年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kℓ未満であること。

（１）LED照明
・既存のLED照明以外の器具等をLED照明に交換すること。
・既存の照明機器と比較して、新たに設置するLED照明機器の消費電力の方が
小さいこと。
・スタンドライト等コンセント設備を使用するものではないこと。

※既存の照明器具を利用又は一部改修・改造する場合やLED誘導灯や非常灯を
導入する場合は「LED照明導入に関する確認書」の要件に当てはまるものが対
象

（２）東京都産業労働局による「中小企業向け導入推奨機器（以下「導入推奨
機器」という。）」に登録されている機器（空調機器、小型ボイラー設備等）

東京都産業労働局ホームページ
（https://www.donyu-suisho.metro.tokyo.lg.jp）

（３）省エネルギー診断に基づく省エネルギー機器
・区その他官公庁が実施する省エネルギー診断により、当該機器の更新を行う
ことでエネルギー使用量が概ね10％以上減少すると認められるもの。
※（３）は工事前に「⑧ 省エネルギー診断」を受ける必要があります。

対象経
費（税
抜）
×50％

上限75
万円
（１事
業者あ
たり）

事
業
所

導
入
予
定
の
機
器
が

照
明
又
は

「
導
入
推
奨
機
器
」
で
あ
る

現
地
診
断

結
果
報
告

工
事
開
始

※

２

工
事
開
始

現
地
診
断 交

付
申
請

審
査

交
付
決
定

助
成
金
受
給

導入予定の機器がLED照明又は「導入推奨機器」ではない場合、
工事の前に省エネルギー診断を受ける必要があります。

⑦ 省エネルギー機器等への更新

手続きの流れ

YES

NO

事業
所

次ページに続く

Ｌ
Ｅ
Ｄ

見
積

事
前
申
込

抽
選

※

申
込
多
数
の
場
合

事
前
申
込
受
理

※

抽
選
の
場
合
は
当
選
者
の
み

交付申請までに現地
診断を受ける必要が

あります

※１ 交付申請の期限直前の１～２月は省エネルギー診断の申請が集中することが見込まれます
ので、省エネルギー診断の申請はお早めに行ってください。

※２ 導入予定の機器がＬＥＤ照明又は「導入推奨機器」でない場合、まず省エネルギー診断
（現地診断）を受け、省エネ効果が認められた場合に限り工事を開始することができます。

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

診
断
申
請

※

１

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

診
断
申
請

工事を開始する前に
現地診断を受ける必

要があります
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申請必要書類
５～６ページ記載の申請必要書類（共通＆申請者別）

＋
【LED照明のみ】LED照明導入に関する確認書 ※施工業者記入

【LED照明のみ】LEDランプ新旧対照表

書類作成例（LED照明の場合）
・交換した照明機器全ての写真が必要
です。
・同一の機器であれば１枚の写真に複
数の機器を写しても構いませんが、交
換したことが確認できない場合は、撮
り直しを依頼する場合がありますので
ご注意ください。
・交換したことが確認できる写真（右
図上段参照）とともに、その照明機器
が設置されている部屋の状況が確認で
きる写真（右図下段参照）も提出して
ください。
・写真に写っている機器の数、見積書
に記載されている機器の数、LEDラン
プ新旧対照表に記載した数が整合して
いるかを、あらかじめよくご確認くだ
さい。諸事情により数が異なる場合は、
その理由が確認できるようにしたうえ
で提出してください。

空調機器の写真について
・室内機の写真は、機器の写真とともに、機器が設置
されている部屋の状況が確認できる写真も提出してく
ださい。
・室外機の写真も提出してください。
※空調機器も工事前後の写真が必要です。

機器の写真

部屋の状況が
確認できる写真

※申請する年度内に台東区の省エネルギー
診断の申請で提出済みの書類は不要
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要件費用対象

診断を受ける住宅や事業所が台東区内にあること。無料
戸建住宅
共同住宅
事業所

申請必要書類
省エネ専門家派遣申請書

省エネ専門家派遣事前調査票（ソーラー診断）

我が家のCO2ダイエット宣言書又は我が社のCO2ダイエット宣言書

【法人等の場合】前年度分の法人事業税又は個人事業税の納税証明書

【個人の場合】本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード等）

区が現地に専門家を派遣し、建物の構造や立地等に適した太陽光発電の設置プランをご提案しま
す。

東京都では、都内にある建物がどの程度太陽光発電システム等に適しているか
確認できる「東京ソーラー屋根台帳」を公開しています。
URL:https://tokyosolar.netmap.jp/map/

⑨ ソーラー診断 事業
所

共同
住宅

戸建
住宅

手続きの流れ

約２週間 約１か月

※診断後、必ずシステムを設置しな
ければならないものではありません。

16

台東区内の事業所等へ専門家を派遣し、エネルギー使用状況や設備を調査し、結果を診断書にま
とめ、各事業所に合った省エネ方法や設備更新による省エネ効果に関する提案を行います。
上記「⑦ 省エネルギー機器等への更新」の助成を受ける場合は、この診断を受けることが必要
です。（診断を受けるタイミングは機器により異なります。）
申請後、区が派遣する業者から連絡が行きますので、日程を調整のうえ診断を受けてください。

要件費用対象

診断を受ける事業所等が台東区内にあること。無料事業所

申請必要書類
省エネ専門家派遣申請書

省エネ専門家派遣事前調査票（省エネルギー診断） ※裏面あり

我が社のCO2ダイエット宣言書

前年度分の法人事業税又は個人事業税の納税証明書

⑧ 省エネルギー診断 事業
所
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回答質問分類
可能です。ただし、助成金額の合計が、対象経費を超えない範囲での
助成となります。また、国や東京都の制度が併用を認めていない可能
性がありますので注意してください。

国や東京都の助成制度と併用
することはできますか?共通

施工業者の指定はありません。区外の業者でも構いません。また、区
からのあっ旋や紹介は行っておりません。

施工業者の指定やあっ旋等は
ありますか?共通

工事を開始してしまった場合は、当制度の対象になりません。期間内
に事前申込をしていただき、それを受理した旨の連絡をするので、そ
れ以降に工事を開始してください。なお、事前申込する前に施工業者
と契約することは差支えありません。

工事を行った後でも対象にな
りますか?共通

提出は本人でなくても構いません。また、申請書に「手続代行者」の
欄がありますので、そちらに記入すれば委任状は必要ありません。

申請者本人ではなく、施工業
者や家族等が代わりに手続き
してもいいですか?また、委
任状は必要ですか?

共通

工事完了後に行っていただく交付申請の時に、変更内容が確認できる
見積書等を提出してください。

工事が事前申込の時に提出し
た見積書の内容から変更する
場合はどうすればいいです
か?

共通

申請が殺到することが見込まれることから、できる限り公平な制度と
するため実施することとしました。なぜ抽選を行うのですか?抽選

可能です。その場合は、後期のスケジュールに沿って、再度事前申込
から行ってください。

前期の抽選で当選できなかっ
た場合、後期の申込みはでき
ますか?

抽選

事前申込が完了した後に届くメールの一番下に申込番号（３桁）の記
載があります。

申込番号はどこで確認するこ
とができますか?抽選

理事⾧印を押してください。理事⾧印がない場合は、現在の理事⾧の
私印又は管理組合印を押してください。なお、理事⾧の私印を押す場
合、理事⾧の本人確認書類の提出は不要です。

マンションの管理組合で申請
する場合は、何の印鑑を押せ
ばいいですか?

住宅

事業所のLED照明改修の場合、工事後の交付申請を行うまでに診断を
受けることが要件のため、工事後に診断を受けることも可能です。

事業所内にLED照明を導入す
る予定ですが、先に省エネル
ギー診断を受ける必要があり
ますか?

事業所

まず、導入予定の機器が、東京都産業労働局の「中小企業向け導入推
奨機器」に指定されているかどうか確認してください。指定されてい
る場合は工事後に診断を受けることも可能です（交付申請を行うまで
に受ける必要あり）。指定されていない場合は事前申込受理の連絡を
受けた後、着工前に省エネルギー診断の申請をしていただき受診の結
果、機器更新により１０％以上のエネルギー削減効果が認められてか
ら工事を開始してください。

事業所内の空調機器を更新す
る予定ですが、先に省エネル
ギー診断を受ける必要があり
ますか?

事業所

住宅部分と事業所部分に分けて、それぞれ手続きを行ってください。
※事前申込の時は、住宅部分と事業所部分の経費が明確に区別できる
見積書の提出をお願いします。
※住宅向け・事業所向けの両方で抽選となった場合、それぞれで抽選
を行うので、一方が当選しもう一方が落選となる可能性があります。

住宅と事業所が混在している
建物に同じ機器を導入しよう
とする場合は、どのように手
続きをすればいいですか?

住宅
事業所

よくある質問

15
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回答質問分類
写真は交換する照明機器全てが写っている必要がありま
す。たとえば、50か所交換するのであれば50か所の写真
を提出してください。なお、同じ機器で、かつ交換した
ことが確認できるようであれば、1枚の写真に複数の機
器を写しても問題ありません。

提出する写真は照明機器の種類ごとに撮影
して提出すればいいですか?LED

交換する部分が対象となるので、増設部分は対象外です。照明を増設する部分は対象になりますか?LED

住宅と事業所が混在している場合、建物の共用部分につ
いては【住宅向け】、事業所部分については【事業所向
け】に分けて、それぞれ申請してください。

対象の建物全体をLED化しようと検討して
いるのですが、住宅と事業所が混在してい
る場合、どのように手続きすればいいです
か?

LED

公称最大出力の合計値です。
太陽光発電システムの出力とは、公称最大
出力の合計値と測定出力の合計値のどちら
の値ですか?

太陽光

蓄電容量の値です。蓄電池の容量は、蓄電容量と実効容量のど
ちらの値から助成金額を計算しますか?蓄電池

一般社団法人環境共創イニシアチブが記載している値を
基に計算します。

蓄電容量について、(一社)環境共創イニシ
アチブが記載している値とメーカーが示す
値が異なる場合は、どちらの値を基に助成
金額を計算しますか?

蓄電池

申請できます。なお、この場合、発電システムと蓄電シ
ステムを連携させるための費用も対象となります。

既に太陽光発電システムを設置していて、
今度家庭用蓄電池システムを導入予定です
が、申請できますか?

太陽光
蓄電池

新築の建物に導入する場合も対象になります。なお、着
工前の手続きが必要ですが、ここでいう「着工」とは太
陽光パネルや蓄電池を設置する工事の着手となります。
そのため、建物自体の建築工事は申請前から開始して問
題ありません。

新築の（これから建築する）建物に太陽光
発電システムや蓄電池システムを導入する
場合は対象になりますか?

太陽光
蓄電池

小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位までとしてく
ださい。
例:4.855kW→4.86kW

出力又は蓄電容量は小数点以下も含めます
か?

太陽光
蓄電池

壁やドアで区切られた１部屋の窓全てを改修する必要が
ありますが、家全体（全ての部屋）の窓を改修する必要
はありません。

窓を改修する場合、家の全ての窓を改修す
る必要がありますか?断熱

15万円までとなります。窓と外壁の断熱改修を同時に行った場合で
も、助成金の上限は15万円ですか?断熱

15万円までとなります。集合住宅全体を断熱改修する場合も、助成
金額の上限は15万円ですか?断熱

外壁（側面）の塗装工事は対象外です。台東区では、屋
上や屋根に「高反射率塗料」を塗布する場合に助成対象
となります。

外壁の塗装工事は対象ですか?高反射

対象になります。塗装するために必要な足場を設置する費用
も助成金の対象になりますか?高反射

立ち上がりの全てが対象となります。立ち上がりはどこまでが助成金の対象です
か?高反射

ベランダ（最上階以外も含む）も対象となります。
対象となる部分が、「屋上又は屋根部（笠
木・立上り含む）等」とありますが、この
他に対象となる部分はどこですか?

高反射

足場代や人件費等、助成対象経費と助成対象外経費のど
ちらにも共通してかかる経費は按分して計算します。

助成対象外と思われる費用も見積りに含ま
れている場合、助成金額はどう計算します
か?

高反射

分かる範囲で記入してください。ただし、エネルギー使
用量の直近１年分の電力使用量は必ず記入してください。

事前調査票は全て記入する必要があります
か?

省エネ
診断

申請する事業所における数値を記入してください。
（事務所がテナント等の場合で）省エネ診
断の事前調査票に記入する数値は、申請す
る事業所だけのものでいいですか?それと
も建物全てのものが必要ですか?

省エネ
診断

よくある質問（助成対象別）
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問い合わせ先概要名称

補助事業合同問い合わせ窓口
℡:0570-081-789
（IP電話等）
03-6629-1646
URL:https://Jutaku-shoene2026.mlit.go.jp

・省エネ性能の高い新
築住宅の取得や住宅の
省エネ改修
・断熱窓への改修
・高効率給湯器の導入

住宅省エネ
2026キャン
ペーン

公益財団法人北海道環境財団補助事業部
℡:011-206-1573
URL:https://www.heco-hojo.jp/danref/

住宅の断熱改修
既存住宅にお
ける断熱リ
フォーム支援
事業

国・東京都の補助制度
【国】

※上記は全ての助成制度を網羅しているものではありません。
※台東区の助成制度と国や東京都の助成制度の併用は可能です。ただし、国や東京都側が併用
を認めない場合があります。また、併用した場合、助成金額の調整が生じる可能性があります。
※制度が変更・廃止となっている場合があるため、各制度の詳細については、各担当窓口へお
問い合わせください。

【東京都】
問い合わせ先概要名称

コールセンター
℡:0120-083-255
URL:https://www.tz-points.jp/

省エネ家電（冷蔵庫・
エアコン・給湯器・Ｌ
ＥＤ）の買替え等

東京ゼロエミ
ポイント

クールネット東京総合相談窓口
℡:03-5990-5236
URL:https://www.tokyo-co2down.jp

太陽光発電システム、
蓄電池システム、断熱
改修、エネファーム等

災害にも強く
健康にも資す
る断熱・太陽
光住宅普及拡
大事業

東京都みんなのおうちに太陽光事務局
℡:0120-723-100
URL:https://group-buy.metro.tokyo.lg.jp/
solar/tokyo/home

太陽光発電設備、蓄電
システムの共同購入

太陽光発電設
備と蓄電シス
テムの共同購
入事業

℡:03-5990-5239
都内の中小企業向け
省エネ・再エネ等に係るワンストップ相
談窓口



高
反
射
率
塗
料

窓
等
の
断
熱

エ
ネ
フ
ァ
ー
ム

蓄
電
池

太
陽
光

共
同
住
宅
Ｌ
Ｅ
Ｄ

○…必要 △…条件により必要 ×…不要

○○○○○○脱炭素推進助成金交付申請書兼請求書（口座振替依頼書）1

△△△△△△我が家のＣＯ２ダイエット宣言書2

○○○○○○

施工前後の写真

3

○○○○○○施工に係る費用を支払ったことが確認できる書類（領収書等）の写し4

△△△△△△施工に係る費用と内訳が確認できる書類（見積書等）5

○○○○○○
指定口座の情報（支店番号・口座番号・口座名義人氏名等）が確認でき
る書類（通帳・キャッシュカード等の写し）6

○○○○○○助成要件を満たすことが確認できる書類（パンフレット等）7

△○△△△○建物の登記事項証明書（全部事項又は現在事項）8

△△△△△△建物の所有者の導入承諾書（対象機器等導入承諾書）9

△△△△△△建築検査済証10

○○○○○○本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）の写し11

△△△△△△前年度分の住民税の納税証明書12

×××××○ＬＥＤ照明導入に関する確認書13
×××××○ＬＥＤランプ新旧対照表14

××××○×電力会社と電力接続契約を締結していることが確認できる書類（『接続
契約のご案内』等）の写し15

××××○×機器の出力対比表（製造番号、出力特性）の写し16

××××
△
共同
住宅
のみ

×機器の単線結線図17

×××○××太陽光発電システム又は家庭用燃料電池との接続が確認できる配線図18

○○××××施工箇所を示した平面図19

△×××××
第三者機関による日射反射率の測定値が確認できる書類（『試験結果報
告書』等）20

交付申請書類チェックリスト【個人】 ※個人事業主は含みません
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○…必要 △…条件により必要 ×…不要

○○○○○○○脱炭素推進助成金交付申請書兼請求書（口座振替依頼書）1

△△△△△△△我が社のＣＯ２ダイエット宣言書2

○○○○○○○

施工前後の写真

3

○○○○○○○施工に係る費用を支払ったことが確認できる書類（領収書等）の写し4

△△△△△△△施工に係る費用と内訳が確認できる書類（見積書等）5

○○○○○○○
指定口座の情報（支店番号・口座番号・口座名義人氏名等）が確認
できる書類（通帳・キャッシュカード等の写し）6

○○○○○○○助成要件を満たすことが確認できる書類（パンフレット等）7

○△○△△△○建物の登記事項証明書（全部事項又は現在事項）8

△△△△△△△建物の所有者の導入承諾書（対象機器等導入承諾書）9

△△△△△△△建築検査済証10

△△△△△△△本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）の写し11

○○○○○○○
前年度分の事業税の納税証明書

12

△
LED
のみ

×××××○ＬＥＤ照明導入に関する確認書13

△
LED
のみ

×××××○ＬＥＤランプ新旧対照表14

×××××○×電力会社と電力接続契約を締結していることが確認できる書類
（『接続契約のご案内』等）の写し15

×××××○×機器の出力対比表（製造番号、出力特性）の写し16

×××××
△
共同
住宅
のみ

×機器の単線結線図17

××××○××太陽光発電システム又は家庭用燃料電池との接続が確認できる配線
図18

×○○××××施工箇所を示した平面図19

×△×××××
第三者機関による日射反射率の測定値が確認できる書類（『試験結
果報告書』等）20

交付申請書類チェックリスト【法人・個人事業主】
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○…必要 △…条件により必要 ×…不要

○○○○○○脱炭素推進助成金交付申請書兼請求書（口座振替依頼書）1

△△△△△△
我が家のＣＯ２ダイエット宣言書

2

○○○○○○

施工前後の写真

3

○○○○○○施工に係る費用を支払ったことが確認できる書類（領収書等）の写し4

△△△△△△施工に係る費用と内訳が確認できる書類（見積書等）5

○○○○○○
指定口座の情報（支店番号・口座番号・口座名義人氏名等）が確認でき
る書類（通帳・キャッシュカード等の写し）6

○○○○○○助成要件を満たすことが確認できる書類（パンフレット等）7

△○△△△○
建物の登記事項証明書（全部事項又は現在事項）

8

△△△△△△建築検査済証9

○○○○○○管理規約の写し（建物の物件名と所在地が記載されている部分）10

○○○○○○助成対象機器の施工が理事会で承認されたことが確認できる議事録の写
し11

△△△△△△
申請時の理事⾧が選任されたことが確認できる議事録の写し

12

×××××○ＬＥＤ照明導入に関する確認書13

×××××○ＬＥＤランプ新旧対照表14

××××○×電力会社と電力接続契約を締結していることが確認できる書類（『接続
契約のご案内』等）の写し15

××××○×機器の出力対比表（製造番号、出力特性）の写し16

××××○×機器の単線結線図17

○○××××施工箇所を示した平面図18

△×××××
第三者機関による日射反射率の測定値が確認できる書類（『試験結果報
告書』等）19

交付申請書類チェックリスト【管理組合】



✔
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事前調査票（省エネ診断）➀
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事前調査票（ソーラー診断）


